
養育里親 専門里親 親族里親 養子縁組里親
①市町村等に

参加登録
③ポイントを
　ためる

④地域商品券
　などに交換

⑤地元商店で
お買い物

②対象活動に
　参加

高齢者の健康増進・社会参加活動の促進に向けて
～高齢者元気度アップ地域活性化事業に取り組んでいます～

里親制度をご存じですか
～子どもたちの里親となってくださる方を求めています～

10月は『個別労働関係紛争処理制度に係る周知月間』です
～ 職場のトラブル解決!!あっせんをご利用ください ～

県庁介護福祉課　☎099(286)2701問い合わせ先

県労働委員会事務局　☎099(286)3943問い合わせ先 県庁障害福祉課　☎099(286)2953問い合わせ先

県庁子ども福祉課　☎099(286)2771問い合わせ先 鹿児島県　里親制度

鹿児島県労働委員会

65歳以上の高齢者の方々の「健康づくり」や「ボランティア」、
若い世代の方々と一緒にグループで取り組む「互助活動」など、高
齢者の健康増進や社会参加、地域の互助活動の活性化を促すため
の市町村の取り組みを支援しています。

事業を導入した市町村で、あらかじめ登録された高齢者の方や
高齢者を含むグループに、活動内容に応じてポイントを差し上げ
ます。貯まったポイントは、地域商品券などに交換できます。

近所の見守り・支え合いなどの高齢者のさまざまな活動が地域
を支える力になります。

「あっせん」とは、労働者個人と事業主との間に生じた労働に関するトラブルについ
て、当事者間で解決を図ることが困難な場合に、あっせん員※が公正・中立な立場で、
双方の主張をお聞きして、歩み寄りによる円満な解決をお手伝いする制度です。

労働者、事業主のどなたでも利用できますので、まずは労働委員会事務局へお気
軽にご相談ください。 

○労働委員会委員による「労働に関する無料相談会」（申し込み不要、予約可能）

　・１０月１９日（日）　受付時間：午前１０時～午後３時３０分
　　鹿児島市勤労者交流センター
　　（鹿児島市中央町１０　キャンセビル７階）
　・１０月２１日（火）　受付時間：午前１０時３０分～午後３時
　　霧島市国分公民館
　　（霧島市国分中央３－４５－１）
　・１０月２８日（火）　受付時間：午後２時３０分～午後４時３０分
　　県庁15階労働委員会
○労働に関する夜間電話相談（☎099-286-3943）
　・１０月１日（水）、１０月１０日（金）　午後８時まで（事務局職員が対応）
※毎月第４火曜日に、委員による定期相談会（無料）も開催しています。
　午後2時30分～午後5時（受付時間：午後4時30分まで）県庁15階労働委員会

 労働者Ａさんは、会社から業績不振による業務縮小を理
由に解雇を告げられた。Ａさんは会社の対応に納得できな
いとして、解雇の撤回を求めてあっせんを申請した。
（あっせん経過）
　会社は「業務不振により人員削減
が避けられないため、業務成績に問
題があるＡさんに解雇を告げた」と
主張した。あっせんの結果、解雇は
撤回できないが、会社がＡさんに解
決金を支払うことで双方が合意し、
解決した。

※あっせん員は、県労働委員会委員の公益委員（弁護士、大学教授等）、労働者委員（労働組合役員等）、使用者 
　委員（会社経営者等）の三者で構成されています。 

●健康診査や健康教室
 特定健診、介護予防・認知症予防教 
 室、交通安全教室などへの参加

●地域貢献活動
 安全パトロール、公園や花壇、道路 
 などの美化清掃など

●介護施設等ボランティア
 介護保険施設等での行事・レクリ
　 エーションなどの手伝い、話し相
　 手など

●高齢者を支援する活動
 高齢者の見守り、声かけ、高齢者や 
 介護者の仲間づくりの支援など

●地域活性化の活動
 集落の花壇管理、美化活動、地域パ
　トロールや子育て支援など

子どもが明るく健やかに成長していくためには、温かい家庭
が大切です。

県では、子どもの養育に理解と熱意、そして豊かな愛情をお持
ちの方を里親として登録し、保護の必要な子どもの養育をお願
いしています。

１.まずは児童相談所に相談
　 お近くの児童相談所で里親担当の職員が制度について詳しく説明します。

２.研修を受講
　 希望される里親の種類に応じて、研修を受講していただきます。

３.里親登録に申し込み
　 申し込み後、児童相談所の職員がご家庭にお伺いし、子どもを預かることがで
　 きる状況にあるか確認します。

４.里親の認定・登録
　 県社会福祉審議会で審議後、知事により里親として認定・登録されます。

５.里親として養育開始
　 子どもとの面会や外出、里親宅への宿泊などの交流を繰り返した後、子どもの
　 養育を委託されます。

●サポート体制
子どもを養育する上でのさまざまな相談に対応する里親支援

専門相談員を、県内10カ所の施設に配置しています。
また、里親の方々の任意団体である里親会（☎099-256-6789）

では、子育てに関する研修や里親同士の交流活動を行い、里親な
らではの悩みや苦労を話し合う場を提供しています。

親の事故や病気などさまざまな事情
により自分の家庭で暮らすことの出来
ない子どもたちを、家族の一員として家
庭に迎え入れ、児童福祉法に基づいて養
育してくださる方（里親）に、養育をお願
いする制度が「里親制度」です。

障害のある人が日常生活を送る上での支障となるものをなくし、障害のな
い人と同じように日常生活を過ごしたり、スポーツや文化活動などに参加で
きる社会づくりを進めることを目指しています。

県では、障害の有無にかかわらず、みんながお互いに個人として尊重し合いながら、共に暮らせる地域社会をつくるためにさま
ざまな取り組みを行っています。

しかし、現状では障害のある人が日常生活や社会生活を送る上で、障害を理由とした不利益な取り扱いや制約などを感じるこ
とがあります。

この条例は、正当な理由のない、障害を理由とした差別をなくし、県民の皆さまの障害に対する理解を深めるために制定されま
した。

○障害のある人に対する理解を深め、障害のある
　人が日常生活を送る上で妨げとなるものをなく  
　すために必要な配慮をすること

○障害のある人に対する障害を理由とする不利益
な取り扱いをしないこと
障害を理由に拒否したり、制限や条件をつけるこ
とは禁止されています。
条例では、９つの分野について不利益な取り扱い
を具体的に定めています。

障害に合わせた配慮の例
◎聴覚障害
　筆記用具やメモ用紙などを用意し、筆談をする
◎視覚障害
　書類を渡すだけでなく、読み上げて内容を伝える
◎肢体不自由・内部障害
　トイレをバリアフリーやオストメイト対応にする
◎知的障害
　ふりがなや絵を用いながら、わかりやすい言葉で
　説明する
◎精神障害
　気持ちが疲れたときのために、休める場所や時間
　を用意しておく
◎発達障害
　場に合わない行動をしても、本人は気づかないこ
　とが多いため、叱らず適切な行動を示す

◎福祉サービス　　◎医療
◎商品の販売・サービスの提供　　◎労働・雇用　
◎教育　　◎公共的施設　　◎交通機関
◎不動産取引　　◎情報の提供および受け取り

今、日常生活を送る上で支障を感じていない人も、年齢を重ねたり、病気や
けがなどにより、さまざまな支障を感じることがあります。

障害のある人だけでなく、誰にとっても暮らしやすい社会をつくるために
は、障害のない人も障害のことを知ることが大切です。

障害のある人にとって支障となることを理解し、少しの配慮があれば、障
害のある人も地域で安心して生活を送ることができます。それぞれの立場で
できる配慮をお願いします。

○障害を理由に不利益な取り扱いを受けた場合は、県の「障害
　者くらし安心相談窓口」にご相談ください。
　障害者くらし安心相談員が相談をお受けし、まずは助言や
　話し合いで問題解決を図ります。
○また、地域振興局・支庁、お住まいの市町村などのほか、障
　害者１１０番（☎・□099-228-6000）など各種相談窓口も
　ご利用いただけます。
○相談による解決が困難な場合は、県障害者差別解消支援協
　議会によるあっせんも行います。

高齢者元気度アップ地域活性化事業の流れ 里親制度とは
条例の目的は 県民に求められること

障害のない人にも関係がありますか

私たちもできることがありますか

障害を理由とする不利益な取り扱いなどを受けた場合は、ご相談ください

「障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例」が施行されます

里親になるには

ポイントの対象となる活動例

グループで個人で

※市町村によって、事業の実施状況や対象となる
　活動は異なります。

中央児童相談所　☎099(264)3003
大隅児童相談所　☎0994(43)7011
大島児童相談所　☎0997(53)6070

あっせんの特色 
・三者構成で公正・中立！
・手続は簡単。迅速処理！
・利用は無料。秘密厳守！

あっせん事例 無料相談会＆夜間電話相談のお知らせ
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障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らすことのできる鹿児島づくりを進めるため、
県民の皆さまのご理解とご協力をお願いします

県庁障害福祉課
（障害者権利擁護センター）

障害者くらし安心相談窓口　 電話番号
FAX番号

月～金
午前９時～午後４時

月～金
午前９時～午後４時

月～金
午前９時～午後４時

大隅地域振興局
　地域保健福祉課

大島支庁
　地域保健福祉課

☎099(286)5110
□099(286)5558F

☎0994(52)2108
□0994(52)2120F

☎0997(57)7222
□0997(57)7251F

受付時間

　筆談や文字情報の読み上げな
どで、助かる人がいます。

　必要でない人が身体障害者用
の駐車場を利用したり、多機能ト
イレを長時間利用したりするこ
とはマナー違反です。
　本当に必要な人が利用できな
い場合があります。

これはマナー違反あると助かる少しの配慮

１０月１日から

気をつけて

※里親は４種類に分類されています。特別な資格は必要ありません。

保護者のいない、
または保護者が養
育することが適当
でない子どもを養
育する里親

実親が死亡、行方
不明などの子ども
を祖父母など扶養
義務のある親族
が養育する場合の
里親

養子縁組により養
親となることを前
提に養育する里親

虐待を受けたり、
障がいがあるなど
専門的な援助が
必要な子どもを養
育する里親
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児童相談所の連絡先
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秘密は守られ
ますので、労働
者も事業主も
お気軽にご利
用ください。


